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 平成 26 年 12 月 19 日 

 資源エネルギー庁 

 

平成２６年度の固定価格買取制度に係る 

設備認定及び設備認定の運用見直しについて 
 

 

 固定価格買取制度に係る設備認定について、１．標準処理期間の変更、２．平成２６年度中の認

定、３．認定運用見直し伴う変更手続の取扱いをお知らせいたします。 

 

 

１．標準処理期間の変更 

· 固定価格買取制度の認定及び変更認定については、標準処理期間を１か月（バイオマスは２

か月）とし、当該期間を目安に認定審査を行ってきました。しかし、平成２６年度当初に認

定運用を見直し、①土地の権利関係の確認を厳格化していること、②分割案件を禁止しその

確認を厳格化していること等から、昨年度までに比べ認定手続きに時間を要しているところ

です。また、これまで、１２月から３月までの期間に年間の８割以上の申請が集中するなど、

時期により申請件数に偏りがあり処理期間が異なっているところです。 

· そのため、今般、申請から認定までの目安の期間を適切に見直す必要があると判断し、標準

処理期間を１～２か月（バイオマスは２～３か月）とし、申請件数等の状況に基づき見込ま

れる標準処理期間を周知することとしました。 

 

 

２．平成２６年度中の認定について 

· 各経済産業局及びＪＰＥＡ代行申請センター（JP-AC）では、年度末の申請件数増加を見越し

て体制強化をした上で認定審査を実施しているところですが、本年度の申請件数は前年同月

と比較して増加しており、特に、９月下旬からは大きく増加しているところです。このため、

既に１か月での認定処理が難しくなってきており、更に、今後、年度末にかけての申請の増

加を考慮すると、２か月の処理期間が必要となることが見込まれるところです。 

· このため、平成２６年度中に認定又は変更認定を受けることを希望する方は、申請書類※１を

平成２７年１月３０日（金）までに到達するよう提出してください。１月３０日までに認定

申請書類が到達しない場合や、１月３０日までに申請書類が到達した場合であっても補正に

時間を要する場合には、年度内での認定は事実上困難となります※２。 

· なお、各経済産業局及びＪＰＥＡ代行申請センター（JP-AC）が、申請の審査を迅速に進める

ことができるよう、情報収集についてはホームページ※３をよくご確認いただいた上、それで

も不明な点についてはコールセンター※４をご利用いただくようご協力をお願いします。 
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※１  新規の認定申請書（様式第１又は様式第２）及び変更認定申請書（様式第３又は様式第４）

及び同添付書類。50kW 未満の太陽光発電設備については、「再生可能エネルギー発電設備 電

子申請サイト（http://www.fit.go.jp/）」による申請。 

 

※２  50kW 未満の太陽光発電設備については、「再生可能エネルギー発電設備 電子申請サイト

（http://www.fit.go.jp/）」による申請が１月３０日（金）中に到達することが必要です。な

お、１月３１日（土）午前０時から２月１日（日）正午まで認定運用変更に伴うシステム改修

を実施する必要があることから申請できない予定です。 

 上記以外の発電設備については、申請書類が各経済産業局の認定担当部署に１月３０日（金）

の開庁時間中に到達することが必要であり、これ以降のものは翌開庁日の２月２日（月）以降

に担当部署に到達するため、年度内での認定は事実上困難になります。 

 また、遅延の理由による特例は一切なく、認定担当部署に書類が実際に到達した日のみで管

理し、宅配便の配達時間指定を１月中にしたことや、１月中に送付された消印があることは何

ら考慮されるものではありません（以下、到達の考え方において同じ。）。 

〔参考〕各局担当部署の開庁時間 

 北海道経済産業局 エネルギー対策課 8:30～12:00、13:00～17:15 

 東北経済産業局 エネルギー対策課 8:30～12:00、13:00～18:00 

 関東経済産業局 新エネルギー対策課 8:30～12:00、13:00～18:00 

 中部経済産業局 エネルギー対策課 8:30～12:00、13:00～18:00 

 近畿経済産業局 エネルギー対策課 8:30～12:00、13:00～18:00 

 中国経済産業局 新エネルギー対策室 8:30～12:00、13:00～18:00 

 四国経済産業局 エネルギー対策課 8:30～12:00、13:00～18:00 

 九州経済産業局 エネルギー対策課 8:30～12:00、13:00～18:00 

 内閣府沖縄総合事務局 エネルギー対策課 8:30～12:00、13:00～18:00 

 

※３  なっとく！再生可能エネルギー 

 （http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/index.html） 

 再生可能エネルギー発電設備 電子申請サイト（http://www.fit.go.jp/） 

 

※４  固定価格買取制度及びグリーン投資減税のお問合せ窓口 

 ０５７０－０５７－３３３（PHS,IP電話からは０６－７６３６－２１６８） 

 ［受付時間］9:00～20:00（土日祝除く） 

 

 

３．太陽光発電設備に係る認定運用見直しに伴う変更手続の取扱いについて 

 （パブリックコメント案に基づく予定） 

· 認定運用見直しに係る省令及び告示については、パブリックコメントを実施中です。以下で

は、パブリックコメント案を前提としてお知らせします。 

· 本取扱いについては、省令及び告示が公布された段階で、確定情報に基づき再度周知

します。 
 

（１）運転開始前の設備変更 

 ①運転開始前の発電出力の変更 

· 太陽光発電設備について、発電出力の変更を行う場合には、平成２７年２月１日以降、すべ

からく変更認定申請の手続が必要となります。 

http://www.fit.go.jp/
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/index.html
http://www.fit.go.jp/
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· あわせて、同日以降、運転開始前の発電出力の変更については、当該変更時点で調達価格を

変更することとなります（２．のとおり平成２６年度中の変更認定は事実上困難となります。）
※５。ただし、「電力会社の接続検討の結果に基づく出力変更」、「１０kW 未満又は２０％未満

の出力減少」、「１０kW 未満の太陽光発電設備に係る出力増加（増加後も１０kW未満の太陽光

発電設備である場合に限る）」は除外します。 

· 変更認定に当たっては、平成２６年度以降の認定ルールと同様、５０kW以上の設備について

は、原則１８０日以内に変更後の仕様の設備を確保することを条件とし、これが確保できな

い場合は認定が失効します。ただし、変更認定時点で既に当該条件が付されている場合を除

きます。 

 

※５  現行ルールで運転開始前の発電出力の変更を行う場合、以下の手続が必要です。 

 50kW 未満の太陽光発電設備については、「再生可能エネルギー発電設備 電子申請サイト

（http://www.fit.go.jp/）」による軽微変更届出又は変更認定申請書が１月３０日（金）中に

到達することが必要です。なお、１月３１日（土）午前０時から２月１日（日）正午まで認定

運用変更に伴うシステム改修を実施する必要があることから申請できない予定です。 

 上記以外の発電設備については、軽微変更届出又は変更認定申請書が各経済産業局の認定担

当部署に１月３０日（金）の開庁時間中に到達することが必要であり、これ以降のものは翌開

庁日の２月２日（月）以降に担当部署に到達するため、変更後の認定運用で審査されます。 

 

 

 ②運転開始前の太陽電池の仕様変更 

· 太陽光発電設備については、太陽電池のメーカー、種類※６、変換効率、型式番号を変更する

場合には、平成２７年２月１日以降、すべからく変更認定申請の手続が必要となります。 

· あわせて、同日以降、太陽電池のメーカー、種類、変換効率の変更（変換効率の上昇を除く）

を申請する場合、当該変更時点で調達価格を変更することとなります（２．のとおり平成２

６年度中の変更認定は事実上困難となります。）※７ ※８。ただし、「当該変更前のメーカーが

当該変更前の種類の太陽電池の製造を行わなくなった客観的事実を証する書類が提出された

場合※９」「１０kW未満の太陽光発電設備の場合」は除外します。 

· 変更認定に当たっては、平成２６年度以降の認定ルールと同様、５０kW以上の設備について

は、原則１８０日以内に変更後の仕様の設備を確保することを条件とし、これが確保できな

い場合は認定が失効します。ただし、変更認定時点で既に当該条件が付されている場合を除

きます。 

 

※６  「単結晶シリコン」「多結晶シリコン」「薄膜半導体」「化合物半導体」の４分類。 

 

※７  認定取得時に使用予定であった太陽電池が生産終了、型式変更等になった場合であっても、

太陽電池のメーカーと種類を変更せずに、変換効率が向上した後継品等へ変更する場合には、

調達価格は変わりません。 

 

※８  現行ルールで運転開始前の太陽電池の仕様変更を行おうとする場合、以下の手続が必要です。 

 50kW 未満の太陽光発電設備については、「再生可能エネルギー発電設備 電子申請サイト

（http://www.fit.go.jp/）」による軽微変更届出又は変更認定申請書が１月３０日（金）中に

http://www.fit.go.jp/
http://www.fit.go.jp/
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到達することが必要です。なお、１月３１日（土）午前０時から２月１日（日）正午まで認定

運用変更に伴うシステム改修を実施する必要があることから申請できない予定です。 

 上記以外の発電設備については、軽微変更届出又は変更認定申請書が各経済産業局の認定担

当部署に１月３０日（金）の開庁時間中に到達することが必要であり、これ以降のものは翌開

庁日の２月２日（月）以降に担当部署に到達するため、変更後の認定運用で審査されます。 

 

※９  具体的には、「当該変更前のメーカーの倒産」、「当該変更前のメーカーの当該変更前の種類の

太陽電池の製造事業の譲渡、又は製造事業からの撤退」を想定しており、破産手続開始の裁判

所の公告や、倒産・譲渡・撤退を伝えるメーカーのプレスリリース等の提出が必要です。なお、

外国メーカーの場合には、国内販売代理店等による翻訳も必要です。 

 

 

（２）運転開始後の出力増加 

· 太陽光発電設備について、運転開始後に、「発電出力の増加」を行う場合、増加部分を別設備

として新たに認定し、その時点の調達価格を適用します（分割案件に該当する場合には認定

できません。）。 

· 事業者の選択で、新規認定を行わずに、既存設備の発電出力の増加を行う場合には、平成２

７年２月１日以降、すべからく変更認定申請の手続が必要となります。※10 

· あわせて、運転開始後の発電出力の増加については、平成２７年４月１日以降の変更認定申

請から、当該変更時点で調達価格を変更することとなります。ただし、１０kW未満の太陽光

発電の出力増加（増加後も１０kW未満である場合に限る）は除外します。 

 

※10  現行ルールで運転開始後の発電出力の増加を行おうとする場合、以下の手続が必要です。 

 50kW 未満の太陽光発電設備については、「再生可能エネルギー発電設備 電子申請サイト

（http://www.fit.go.jp/）」による軽微変更届出又は変更認定申請書が３月３１日（火）中に

到達することが必要です。４月１日（水）午前０時以降に到達した運転開始後の発電出力の増

加を伴う変更認定申請書については、調達価格が見直されます。 

 上記以外の発電設備については、軽微変更届出又は変更認定申請書が各経済産業局の認定担

当部署に３月３１日（火）の開庁時間中に到達することが必要であり、翌開庁日の４月１日（水）

以降に担当部署に到達した運転開始後の発電出力の増加を伴う変更認定申請書については、調

達価格が見直されます。 

 

（３）調達価格の決定時期 

· 太陽光発電設備については、平成２７年４月１日以降、原則として、電力会社との接続契約

の締結日の調達価格が適用されます。（接続契約の締結に当たっては認定が必要です。） 

· なお、平成２７年３月３１日までは、これまでどおり、国の認定を受け、電力会社に接続契

約を申し込んだ時点で調達価格が決定します。仮に、平成２６年度中に、国の認定を受け、

電力会社に接続契約を申し込んだ場合は、接続契約の締結が平成２７年４月１日以降になる

としても、平成２６年度の調達価格が適用されます。 

 

http://www.fit.go.jp/
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